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１．は じ め に

譲渡所得税は，土地が売却された時点で土地の売却益に課せられる税（実現

キャピタル・ゲイン税）であるから，土地売却を阻害し，土地取引を減少させ

る効果（凍結効果）を持つ。譲渡所得税の凍結効果については多くの理論的・

実証的研究があり，凍結効果を持たない売却時中立型の譲渡所得税についても

いくつかの提案がなされている。１）しかし，不動産取得税や登録免許税といった

不動産取得（土地取得）に係る税の凍結効果についての理論的研究は，筆者の

知る限り，存在しない。税法学上，不動産取得税や登録免許税は，印紙税と共

に流通税として取り扱われ，金子［２００５］によると，流通税は，「権利の取得・

移転をはじめとする各種の経済取引またはその実現たる行為に担保力を認めて

課される租税」（P.５７８）とされる。ただし，品川［２００２］は，不動産取得税

と登録免許税について「他の投資資産にはそのような流通課税（かつての有価

証券取引税）は廃止しているのであるから，土地の流通課税のあり方にも依然

として問題が残されている」（P.８）と述べ，流通課税の整合性という観点か

ら，土地の流通課税のあり方に問題を提起している。他方，経済学の立場から，

岩田［２００２］は，「不動産の取得のために支出された所得はすでに課税されて

いるから，不動産取得税は二重課税である。したがって，この税は早急に廃止

１）売却時中立課税の検討については，青野［２００４］および金本［１９９４］参照。



すべきである」と述べている。

不動産取得税や登録免許税は，不動産取得者に対してのみ不動産取得時に課

せられる税であり，他の流通税とは，その効果が異なる。小論の目的は，簡単

なモデルを用いて，不動産取得税や登録免許税といった不動産取得（土地取得）

に係る税の凍結効果を明らかにすると共に，地価上昇が予想される場合にくら

べて，地価下落が予想される下では，不動産取得（土地取得）に係る税の凍結

効果は大きく，その弊害も大きいという分析結果を踏まえて，不動産取得税と

登録免許税の改革を提案することにある。

以上の問題意識にしたがい，第２節では，土地取得に係る税（以下では，土

地取得税と呼ぶ）と土地譲渡所得税が導入され，かつ，地価下落予想を考慮し

た場合における土地所有者の土地売却の決定と土地購入者の土地購入の決定に

ついてのモデルを構築する。第３節では，地価上昇が予想される場合と地価下

落が予想される場合に分けて，土地譲渡所得税の凍結効果について考察する。

第４節では，土地取得税の凍結効果について考察する。第５節では，凍結効果

についての第２節から第４節までの議論と不動産取得税や登録免許税について

の現状と税法学上の議論を踏まえた上で，不動産取得税の廃止と登録免許税の

小額の定額課税を提案する。

２．土地所有者と土地購入者の意思決定

－土地取得税と土地譲渡所得税が導入された場合

� 土地所有者の決定

次のような仮定を置く。土地は，土地所有者の土地（農業用土地と呼ぶ）と

土地購入者の土地（住宅用土地と呼ぶ）の２種類だけであり，異なる用途に使

用される。また，農業用土地から住宅用土地への転用費用はかからないが，賃

貸借費用は極めて大きいものとする。したがって，土地の転用は，売却を通じ

て行われる。さらに，農業用土地と住宅用土地の限界生産性は，それぞれの面

積が増加するにしたがって逓減する。２）
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以上の仮定の下で，まず，土地取得税と土地譲渡所得税が導入され，かつ，

地価下落予想を考慮した場合における土地所有者の土地売却の決定について考

えよう。今期首の地価を��，来期首の予想地価を��，土地の取得価格を�と

する。また，���を土地所有者の今期の予想（帰属）地代とする。ただし，���

は，今期末に生じるものとする。土地譲渡所得税率（実現キャピタル・ゲイン

税率）を�とし，土地所有者の割引率を�とする。土地所有者が地価上昇を

予想する場合には，�������，地価下落を予想する場合には，�������

と想定しよう（��������の場合には，土地所有者に対しても土地譲渡所

得税は課せられないから，���となる）。

土地取得税の導入は，すでに土地を取得している土地所有者には影響を与え

ないから，以上のように想定すれば，土地所有者が来期首に土地を売却したと

きの純収益の現在価値は，

�

���� �
��
����������� �� � �

であり，土地所有者が今期首に土地を売却したときの純収益は，

��������� �� � �

である。�式が�式を下回れば，土地所有者は今期に土地を売却し，�式が�

式を上回れば，今期の土地売却を延期する。�式と�式が等しければ，今期と

来期以降の土地売却は無差別となる。

�式と�式を等しくさせる地価が，土地取得税と土地譲渡所得税が導入され

た場合の留保需要価格となる。留保需要価格は，地価がこの価格を上回れば，

土地は売却されるという意味で土地の供給価格でもある。�＝�とおくと，次

式をえる。

２）これらの仮定については，金本（１９９４），岩田規久男・山崎福寿・花崎正晴・川上康
（１９９３）および山崎（１９９９）参照。
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� 土地購入者の決定

次に，土地購入者の土地購入の決定について考えよう。今期の土地購入者は，

購入した土地を�期間保有するものと想定し，�期首の予想地価を��，�期

末における土地購入者の予想帰属地代を���，土地取得税率を�とする。ただ

し，土地取得税については，土地購入者に対して土地を購入したときの期首で

評価した値で課せられるものとする（ここでの土地取得とは，売買による土地

取得とする）。今期における土地購入者の新規土地需要価格��は，今期首に土

地を購入して�期首にその土地を売却したときの純収益の現在価値に等しい

から，地価上昇を予想する場合には，

����
���
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�
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���������� �

��	� ��
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をえる。ただし，	は，土地購入者の割引率である。同様にして，来期におけ

る新規土地需要価格��を求めると，

����
���

��� ��
�

��	� ��
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���������� �
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をえる。�式に ��	� �を掛けたものを�式から差し引くと，

��
��������	���

������� �

��	� ����
�	����������� � �

をえる。�式を成立させる��が，土地取得税と土地譲渡所得税が導入された

場合に土地購入者が，地価上昇を予想して土地を購入する場合の新規土地需要

価格である。

土地購入者が，土地を売却する際には，購入時点よりも地価が下落している

ことを予想しているものと想定するならば，���であるから，新規土地需要

価格は，
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となる。ここで，��������を想定している。上式より明らかなように，地

価下落が予想される下では，土地取得税は，土地購入者の意思決定に影響を与

えるが，土地譲渡所得税は，土地購入者の意思決定に影響を与えない。

３．土地譲渡所得税の凍結効果

� 地価上昇が予想される場合

地価上昇が予想される下で，土地譲渡所得税の導入は，どのような場合に土

地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つであろうか。土地所有者と土地購入

者の来期の地価についての予想は一致していると仮定すれば，�式を�式に代

入することにより，地価上昇が予想される場合に，今期に土地を売却しても来

期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，次式で示すことができ

る。
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������ ����������� ��
������ �

���� ����
������� �� �
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�式から次のことがわかる。転用費用は存在しないと仮定しているから，譲

渡所得税が課せられない場合には，�������の時点で，今期に土地を売却して

も来期に売却を延期しても無差別となる。譲渡所得税が導入された場合には，

今期に土地を売却しても来期に売却を延期しても無差別となる条件が，

��
����

�ならば，限界生産性が低く，したがって，（帰属）地代の低い農業用

土地が売却されないで使用されることになるから，譲渡所得税は，土地の売却

時期を遅らせる効果（転用阻害効果）を持ち，�������ならば，土地の売却時

期を早める効果（転用促進効果）を持つ。�式において，土地所有者の割引率
�と土地購入者の割引率�が等しい ���� �と想定すれば，�式は，次のよう

に考えることができる。地価上昇が予想される場合に，土地譲渡所得税が導入

不動産取得税・登録免許税と凍結効果 ５



されたならば，土地所有者は，土地売却を今期から来期に延期することによっ

て，������� �の納税延期の利益をえることができる。また，土地購入者は，

今期から来期に土地購入を延期することによって，������� ������ ����の納

税額減少の利益をえることができる。この土地所有者の納税延期の利益

������� �と土地購入者の納税額減少の利益������� ������ ����は，土地売

却時期を遅らせる要因である。他方，今期から来期に土地売却を延期すること

は，今期から来期への地価上昇分への税負担の増大������� �をもたらす。

これは，土地所有者の土地売却を促進する要因である。したがって，土地所有

者の納税延期の利益�������� �と土地購入者の納税額減少の利益

������� ������ ����が，税負担の増大による納税延期の不利益�������� �を

上回るならば，土地譲渡所得税の導入は，土地売却時期を遅らせる効果（凍結

効果）を持つ。

�式からわかるように，過去の含み益（キャピタル・ゲイン） ����� �が大

きいことは，土地売却時期を遅らせる効果（凍結効果）を持ち，予想地価

������ �が高いことは，土地購入者が多期間の保有を考えて土地を購入する

という想定の下で，土地売却時期を早める効果を持つ。土地購入者が長期保有

を考えて土地を購入すればするほど（�が大きいほど），土地譲渡所得税の導

入が持つ土地売却時期を遅らせる効果（凍結効果）は小さくなる。

� 地価下落が予想される場合

地価下落が予想される場合には，�′を�に代入することにより，今期に土

地を売却しても来期以降に土地売却を延期しても無差別となる条件は，次式で

示すことができる。

��
����

������ ����������� �������� �� �������������� � �′

上式において，���と想定すれば，地価下落が予想される場合には，土地

譲渡所得税の導入は，凍結効果を持つ。なぜならば，地価上昇が予想される場

合には，今期から来期に土地売却を延期することは，今期から来期への地価上
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昇による税負担の増大������� �をもたらし，土地所有者が土地売却を促進す

る要因となるが，地価下落が予想される場合には，今期から来期への地価下落

による税負担の減少������� �をもたらし，土地所有者が土地売却を遅らせる

要因となるからである。したがって，土地譲渡所得税率が一定である通常の土

地譲渡所得税の導入は，土地売却時期を遅らせる効果（凍結効果）を持つ。

４．土地取得税の凍結効果

� 地価上昇が予想される場合

土地取得税の導入は，どのような効果を持つであろうか。まず，地価上昇が

予想される下での土地取得税導入の効果を考えよう。�式からも明らかなよう

に，土地取得税は，土地の新規取得に対してのみ課せられる税であるから，土

地取得税が導入されても，土地所有者は影響を受けない。これに対して土地購

入者は，今期から来期に土地購入を延期することによって，����の納税額減少

の利益を得ることができる。この土地購入者の納税額減少の利益����は，土

地購入時期を遅らせる要因である。他方，今期から来期に土地購入を延期する

ことは，今期から来期への地価上昇分への税負担の増大������� �をもたら

す。これは，土地購入者の土地購入を促進する要因である。したがって，今期

から来期に土地購入を延期することによる土地購入者の納税額減少の利益����

が今期から来期への地価上昇分への税負担の増大による納税延期の不利益

������� �を上回るならば，土地取得税の導入は，土地購入時期を遅らせるこ

とによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持ち，下回るならば，土地

購入時期を早める効果を持つ。

以上の議論からわかるように，地価上昇が予想される下で，土地購入者の割

引率�（例えば，税引き後利子率）が，予想地価上昇率 ������ ����を上回るか

ぎり，今期から来期に土地購入を延期することによる土地購入者の納税額減少

の利益����は，今期から来期への地価上昇分への税負担の増大による納税延

期の不利益������� �を上回り，土地取得税の導入は，土地購入時期を遅らせ
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ることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ。また，土地取得

税が導入された場合に，今期の地価��が大きい（����が大きい）ことは，土

地購入時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持

つ要因であり，予想地価 ������ �が高い（������� �が大きい）ことは，土地

購入時期を早める効果を持つ要因である。

� 地価下落が予想される場合

地価下落が予想される場合に，土地取得税の導入はどのような効果を持つで

あろうか。地価下落が予想される場合には，土地取得税の導入は，必ず，土地

購入時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ

だけでなく，地価下落が予想される場合には，土地取得税の導入が，土地購入

時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を拡大させ

る効果を持つ。そして，その効果は，今期から来期への予想地価下落 ������ �

幅が大きいほど大きい。これは，次の理由による。地価上昇が予想される場合

には，今期から来期へ土地購入を延期することは，今期から来期への地価上昇

による税負担の増大������� �をもたらし，この税負担の増大������� �は，

土地購入者の土地購入を促進する要因となる。その結果，この税負担の増大

������� �は，今期から来期に土地購入を延期することによって生じる土地購

入者の納税額減少の利益����が，土地購入時期を遅らせることによって土地

取引を阻害する効果（凍結効果）を緩和する働きをする。他方，地価下落が予

想される場合には，今期から来期へ土地購入を延期することは，今期から来期

への地価下落による税負担の減少������� �をもたらし，この税負担の減少

������� �は，それ自体が，土地購入者の土地購入を遅らせることによって土

地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ。その結果，地価下落が予想される

場合には，土地取得税の導入は，必ず，凍結効果をもたらすだけでなく，今期

から来期への予想地価下落 ������ �幅が大きいことが，土地購入時期を遅ら

せることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を拡大するのである。

以上より，土地購入者の割引率�（例えば，税引き後利子率）が，予想地価
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上昇率 ������ ����を上回るかぎり，地価上昇が予想される場合であれ，地価

下落が予想される場合であれ，土地取得税の導入は，土地購入時期を遅らせる

ことによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つが，土地取引を阻害

する効果（凍結効果）が大きいのは，地価下落が予想される場合であるといえ

る。

５．土地譲渡所得税と土地取得税の効果の比較

� 地価上昇が予想される場合

土地譲渡所得税が導入された場合の効果と土地取得税が導入された場合の効

果を比較しよう。まず，地価上昇が予想される場合を考えよう。土地譲渡所得

税は，土地所有者と土地購入者双方に影響を与えるから，土地所有者の割引率

�と土地購入者の割引率�が等しく ���� �，かつ，土地所有者の割引率�が

予想地価上昇率 ������ ����を上回ると想定するかぎり，名目税率が一定（�

が一定）となるような通常の土地譲渡所得税が導入された場合には，土地売却

を今期から来期に延期することによって生じる税負担の増大による土地所有者

の納税延期の不利益������� �が，今期から来期に土地購入延期することに

よって生じる土地購入者の納税額減少の利益������� ������ ����によって（部

分的に）相殺される結果，土地売却を今期から来期に延期することによって生

じる土地所有者の納税延期の利益������� �が土地売却時期を遅らせる効果

（凍結効果）を持つ。例えば，土地購入者が来期に売却することを予想して今

期に土地を購入する ���� �ならば，税負担の増大による土地所有者の納税延

期の不利益������� �は，土地購入者の納税額減少の利益������� �によって

相殺される結果，地価上昇が予想される下では，予想地価 ������ �が高いこ

とは，土地売却時期に影響を与えず，土地所有者の納税延期の利益������� �

のみが土地売却時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効

果）を持つ。土地購入者が長期保有を考えて土地を購入する場合には，長期保

有を考えて土地を購入すればするほど（�が大きいほど），土地購入者が今期
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から来期に土地購入延期することによって生じる土地購入者の納税額減少の利

益������� ������ ����は，小さくなる。これは，土地所有者が土地売却を今

期から来期に延期することによって生じる税負担の増大による土地所有者の納

税延期の不利益������� �が，土地購入者が今期から来期に土地購入延期する

ことによって生じる土地購入者の納税額減少の利益������� ������ ����に

よって部分的にしか相殺されないことを意味する。その結果，土地購入者が長

期保有を考えて土地を購入すればするほど（�が大きいほど），土地譲渡所得

税の導入が土地売却時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍

結効果）は小さくなる。

これに対して土地取得税の導入は，土地購入者に対してのみ影響を与える結

果，今期から来期への地価上昇分への税負担の増大������� �は，土地購入者

が土地購入を促進する要因であり，その効果は，予想地価 ������ �が高いほ

ど大きい。すなわち，今期から来期に土地購入を延期することによる土地購入

者の納税額減少の利益����が，今期から来期への地価上昇分への税負担の増

大による納税延期の不利益������� �を上回り，土地取得税の導入が，土地購

入時期を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ場

合でも，予想地価 ������ �が高いことは，その効果を小さくする。今期から

来期への地価上昇分への税負担の増大������� �が土地購入者の土地購入を促

進する効果は，土地購入者が短期保有を考えて土地を購入するか，長期保有を

考えて土地を購入するか（�が大きいか，小さいか）には依存しない。この点

でも，土地取得税を導入した場合の効果は，土地譲渡所得税を導入した場合の

効果と異なっている。

� 地価下落が予想される場合

地価下落が予想される場合には，土地譲渡所得税の導入は，必ず，凍結効果

を持つ。これは，次の理由による。地価上昇が予想される場合には，今期から

来期へ土地売却を延期することは，今期から来期への地価上昇による税負担の

増大������� �をもたらし，この税負担の増大������� �は，土地所有者が土
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地売却を促進する要因となる。他方，地価下落が予想される場合には，今期か

ら来期へ土地売却を延期することは，今期から来期への地価下落による税負担

の減少������� �をもたらし，この税負担の減少������� �は，土地所有者が

土地売却を遅らせる要因となる。他方，地価下落が予想される下では，土地譲

渡所得税は，土地購入者の意思決定に影響を与えない。その結果，地価下落が

予想される場合には，土地譲渡所得税の導入は，必ず，土地売却時期を遅らせ

ることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）をもたらすのである。

地価下落が予想される場合には，土地取得税の導入は，必ず，土地購入時期

を遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つだけでな

く，地価下落が予想される場合には，土地取引を阻害する効果（凍結効果）を

拡大させる。そして，その効果は，今期から来期への予想地価下落 ������ �

幅が大きいほど大きい。これは，次の理由による。地価上昇が予想される場合

には，今期から来期へ土地購入を延期することは，今期から来期への地価上昇

による税負担の増大������� �をもたらし，この税負担の増大������� �は，

土地購入者の土地購入を促進する要因となる。その結果，この税負担の増大

������� �は，今期から来期に土地購入を延期することによって生じる土地購

入者の納税額減少の利益����が，土地購入時期を遅らせることによって土地

取引を阻害する効果（凍結効果）を緩和する働きをする。他方，地価下落が予

想される場合には，今期から来期へ土地購入を延期することは，今期から来期

への地価下落による税負担の減少������� �をもたらし，この税負担の減少

������� �は，それ自体が，土地購入者の土地購入を遅らせることによって土

地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ。その結果，地価下落が予想される

場合には，土地取得税の導入は，必ず，凍結効果をもたらすだけでなく，今期

から来期への予想地価下落 ������ �幅が大きいことが，土地購入時期を遅ら

せることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を拡大するのである。
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６．土地取得税（不動産取得税・登録免許税）の問題点と改革の方向

� 不況期における土地取得税の問題点

前節までの議論から明らかなように，土地取得税の導入は，土地購入時期を

遅らせることによって土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つ。特に，地

価下落が予想される場合には，土地取得税の導入が，土地取引を阻害する効果

（凍結効果）は大きい。また，地価下落が予想される場合には，土地譲渡所得

税も土地取引を阻害する効果（凍結効果）を持つから，土地取引を阻害する効

果（凍結効果）は一層大きくなる。

土地取得税の導入が，土地取引を阻害する効果（凍結効果）を排除するため

には，不動産取得税，登録免許税という不動産取得（土地取得）に係る税（税

法上の流通税）を撤廃すればよい（不動産取得税の対象となる「不動産の取得」

とは，売買，交換，贈与，寄附などによる不動産の所有権の取得をいうが，こ

こでは，特に，売買による不動産の取得を取り上げている）。

財源確保の観点から，これらの税を撤廃することが困難な場合において，土

地取得税の導入が，土地取引を阻害する効果（凍結効果）を緩和するためには，

土地取得税の税率や税額を引き下げればよい。その上で，地価下落が予想され

るような不況期においては，税率が一層下がるか，非課税になるような仕組み

をつくるべきである。なぜならば，地価下落が予想される場合には，今期から

来期に土地購入を延期することによって生じる土地購入者の納税額減少の利益

����に加えて，今期から来期への地価下落によって税負担が減少する

（������� �が正）という予想が，土地購入者の土地購入を遅らせ，その結果，

土地取引を阻害する効果（凍結効果）を拡大するからである。例えば，割引率

（税引き後利子率）を４％，不動産取得税を４％，今期の地価を１億円，今期

から来期への地価上昇額（下落額）を２００万円とすると，地価上昇が予想され

る場合には，不動産取得税が，土地購入時期を遅らせることによって土地取引

を阻害する効果（凍結効果）は，土地購入者の納税額減少の利益����と税負
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担の増大による納税延期の不利益������� �の差，すなわち，４％×４％×１

億円－（４％×２００万円）＝８万円であるが，地価下落が予想される場合には，

土地購入者の納税額減少の利益����と税負担の減少による納税延期の利益

������� �の和，すなわち，４％×４％×１億円＋（４％×２００万円）＝２４万円

と３倍になる。また，地価一定と予想される場合には，土地購入者の納税額減

少の利益����だけであるから，４％×４％×１億円＝１６万円と２倍になる。

この例では，地価下落が予想される場合に，不動産取得税の土地取引を阻害す

る効果（凍結効果）を地価上昇が予想される場合とほぼ同一にするためには，

不動産取得税の税率を１．５％にしなければならない（４％×１．５％×１億円＋

（１．５％×２００万円）＝９万円）。また，地価一定と予想される場合には，不動産

取得税の税率を２％にしなければならない（４％×２％×１億円＝８万円）。

ところで，現行の不動産取得税（道府県民税）や登録免許税（国税）の課税

標準は，固定資産税課税標準額に基づいており，固定資産税課税標準額の基に

なる固定資産税評価額は，原則的には，３年ごとに評価換えされる。固定資産

税評価額についていえば，従来から時価をはるかに下回る価格で評価されてき

た。１９６４年以来，その是正が図られてきたが，地価上昇過程において，負担

調整措置などを通じて土地に係る固定資産税評価額の上昇が低く抑えられ，そ

の結果，土地に係る固定資産税評価の時価に占める割合（比率）は，著しく低

く，また，その割合は地域によって大きく異なるという問題点を持っていた。

そのような問題点の改善策として，固定資産税の評価額を実勢価額（地価公示

価格）に近づけるという方策が提案され，１９９４年度に土地に係る固定資産税

評価の地価公示価格（ないしは不動産鑑定士の鑑定評価額）に占める割合を７

割にすることを目途に引き上げるという固定資産税評価が導入された（地価公

示価格等の７割評価の導入）。同時に，地価公示価格等の７割評価の導入によ

る急激な税負担の増加を抑えるために，実際の課税標準額をなだらかに上昇さ

せるための負担調整措置が採用された。他方，名目標準税率は，１．４％のまま

据え置かれたので９０年代を通じて固定資産税の実効税率，特に，商業用地の
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実効税率は大きく上昇し，地価の下落を加速したと考えられる。

固定資産税評価額が増加し，固定資産税課税標準額が増加すると，不動産取

得税や登録免許税の課税標準額も増加し，不動産所得税や登録免許税の実効税

率も大きく上昇して，同一の購入価格に対する不動産所得税や登録免許税の税

額は増加する。平成不況と呼ばれる不況の真只中に，しかも，不動産の不良債

権が累積し，地価の下落が予想されている下で，不動産取得税や登録免許税な

どの不動産取得に係る税の税額が増加することは，これらの税が土地取引を阻

害する効果（凍結効果）を一層拡大したと考えられる。

今後の方策について考えると，長期的な観点からは，固定資産税の評価額と

地価公示価格との関係をどのようにするかという問題はあるが，不動産取得税

や登録免許税の税負担を軽減するために，不動産取得税や登録免許税の課税標

準の基になる固定資産税評価額を引き下げるべきではなく，不動産取得税や登

録免許税の制度そのものを改革することが望ましい。

� 不動産取得税の問題点と改革の方向

不動産取得税は，不動産の取得を対象として課される都道府県税であり，不

動産の取得の事実に着目して課される流通税である。不動産取得税の根拠とし

て，不動産取得の背後にある担税力に着目して課税することが挙げられるが，

根拠に乏しい。不動産取得税はシャウプ勧告で廃止されたが，昭和２９年度の

税制改正において，固定資産税の税率が引き下げられたのに対して固定資産税

の先取りという根拠で創設された。３）土地に対する不動産取得税は，土地固定資

産税とくらべて，次のような問題点を持っている。

� 土地固定資産税は，転用費用が存在しない場合には，土地取引に対して

中立的であるが，不動産取得税は土地取引を阻害する効果（凍結効果）を

持つ。

� 土地固定資産税は毎年課税されるが，不動産取得税は取得時にのみ課税

３）シャウプ勧告とその後の不動産取得税創設の経緯については，佐藤［２００５］参照。
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されるから，土地購入者は，長期の保有を考えて土地を購入するようにな

る。それと共に，土地の取引費用が増大する。

固定資産税の実効税率，特に，商業用地の実効税率が大きく上昇し，不動産

所得税の実効税率も上昇しているような地価下落過程において，土地取引を阻

害する不動産所得税の弊害は大きい。弊害が大きく，課税の根拠のない不動産

取得税は廃止すべきである。

不動産取得税については，平成１５年度の税制改正において，平成１５年４月

１日から平成１８年３月３１日までの３年間に限り，現行４％の標準税率を３％

にする特別措置を講じ，かつ，宅地の取得が平成１５年１月１日から平成１７年

１２月３１日までに行われた場合には，現行措置と同様に，課税標準を価格の２

分の１とするとする特別措置を講じることとした（後者の特別措置は，現行措

置を３年間継続することと同じである）。

また，平成１８年度の税制改正において，４％の標準税率を３％にする特別

措置を住宅及び住宅用地と商業地等の住宅以外の土地については，平成２１年

３月３１日まで延長する。しかし，店舗，事務所等の住宅以外の家屋に係る特

例を廃止する。ただし，平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの２

年間に限り，標準税率を３．５％にする経過措置を講じることとした。宅地の取

得について課税標準を価格の２分の１とする特別措置は，平成２１年３月３１日

まで延長された。

上述の例からもわかるように，地価下落が予想されたり，地価一定と予想さ

れる時期，すなわち，地価上昇が予想されない時期において３％の不動産取得

税を課すことは，地価上昇が予想される時期に４％の不動産取得税を課すこと

よりも土地取引を阻害する効果（凍結効果）が大きいと考えられる。不動産取

得税の廃止が困難な場合でも，特別土地保有税を凍結し，やがて廃止したよう

に，当面は不動産取得税を凍結すべきであろう。

� 登録免許税の問題点と改革の方向

登録免許税は，各種の登記・登録等を受けることを対象として課される税で
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ある。登録免許税の根拠について金子［２００５］は，「その課税根拠については

争いがあり，登録免許を受けるために国に支払う手数料ないし特権料であると

する考え方もあるが，弁護士・公認会計士・税理士等の職業団体への登録も課

税の対象とされていることにかんがみると，それは，登記・登録等に伴う利益

に着目したうえで登記・登録等を担税力の間接的表現としてとらえ，それを課

税の対象とする租税であると考えるべきであろう」（P．５７９）と述べている。

しかし，登録免許税は，次の２点で弁護士・公認会計士・税理士等の職業団体

への登録に対する課税と大きく異なっている。

� 不動産の登録によって私的な取引の法的安全性は確保されるが，弁護

士・公認会計士・税理士等の職業団体への登録のように，登録によって利

益をえるわけではない。

� 弁護士・公認会計士・税理士等の職業団体への登録に課税することが，

取引を阻害しないのに対して，不動産への登録免許税は，凍結効果を生じ

させ，不動産の取引を阻害する。

登録免許税については，平成１５年度の税制改正において，土地に関する登

記においては，価額の３分の１に軽減するという課税標準の特例を廃止して，

本則税率を引き下げ，平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの３年

間（暫定期間）の税率をさらに引き下げた。その主なものは，次の通りである。

� 売買による所有権の移転登記（本則税率は５％から２％に，暫定期間の

税率は１％）

� 遺贈，贈与等による所有権移転（本則税率は２．５％から２％に，暫定期

間の税率は１％）

� 相続又は合併による所有権移転，所有権の保存登記（本則税率は０．６％

から０．４％に，暫定期間の税率は０．２％）

なお，平成１８年度の税制改正において，土地売買による所有権の移転の登

記については，暫定期間の税率を１％とし，土地所有権の信託の登記について

は，暫定期間の税率を０．２％（本則税率は０．４％）として，暫定期間を平成２０
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年３月３１日まで延長した。

平成１５年度の税制改正によって，売買等による所有権移転の場合，土地に

ついては，価額の３分の１に軽減するという特例により１．６７％の税率が暫定

期間は１％に低下するが，その後は，２％に上昇することになる。４）

不動産への登録免許税は，不動産の登録制度を維持するために必要な税収の

確保という観点から課税されるべきであり，現行制度のような高率の税率を課

す根拠は乏しい。むしろ，登録免許税は，不動産の登録制度の維持に必要な程

度に低くし，低い税額で定額課税することが望ましい。なぜならば，定率課税

から定額課税にすることによって，登録免許税が土地取引を阻害する効果（凍

結効果）は，地価上昇が予想される時期には，大きくなり，地価下落が予想さ

れる時期には，小さくなる。いずれの時期にも凍結効果を小さくするために

は，低い税額で定額課税することが必要となるからである。５）

（本稿は，２００５年度松山大学特別研究助成金による研究成果の一部である。）
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